
小出地区まちぢから協議会令和7年10月運営委員会次第

日時：令和7年10月16日 （木） 1

場所：小出地区コミュニティセンター

9時～

大会議室

1 開会

2小出地区まちぢから協議会会長あいさつ

3議事

（1）.部会以外の団体からの活動報告、お知らせ等

（2）買い物支援（移動販売）について

（3）公募委員の募集について

（4）各部会からの活動報告等

・社会福祉部会

・子ども育成部会

・ ・防災部会

・地域活動部会

・県道七曲り整備部会

・下寺尾遺跡部会

・環境保全部会

・広報部会

（5）その他

4今後のスケジュール

・12月運営委員会 12月18日 （木） 19時～ 小出コミセン大会議室

5 閉会
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福祉部高齢福祉課

買物支援に関する取組の実施について
0

【取組概要】 、､・

車などでの移動や徒歩での遠出が難しく､日常の買い物に困難を抱える方を支援するため､次の
企業による移動販売車にて民間の福祉施設や公共施設などを巡回し､日用品雑貨や食料品等を販
売する取組を行います。

具体的には､令和6年度に締結した｢茅ケ崎市とスギホールデイングス株式会社との包括連携に関
する協定｣に基づき､スギホールデイングス株式会社(スギ薬局)による移動販売を令和7年9月8
日から開始したことに加え､今後､新店舗のオープンに伴い市に営業があった株式会社マルエツによ
る移動販売を順次進めていぎますも
市としては､今後も､地域ニーズの収集や移動販売車停留所の拡大､販売事業者の獲得に努め、
引き続き､買物弱者への支援を行います。

【依頼事項】

株式会社ﾏﾙｴﾂによる移動販莞の開始にあたり､停留場所の選定が鎚要となるため､各地区に
つき､2カ所程度の候補地を選定し､以下に記載する第2層地域支え合い推進員の地区担当者に連
絡して鯛整をしていただくようにお願いします旦

※スギホールディングス株式会社の停留場所についての希望がある場合は､スギ薬局高田店(担

､当:楠山様080-6571－O2I I)に直接ご連絡をお願いします。
〃

連絡先:茅ケ崎市社会福祉協議会(電話:85-9650)
● ●

★主担当者
〆

務担当 ・

高齢福祉課
スギ薬局:須騒渡部．

（電話番号81-7162)
マルエツ:本多･太田･三橋

（電話番号81-7163)
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～実施企業の概要～

①スギ薬局
I

②マルエツ

2

一

実施会社
スギホールディングス株式会社

色 ●

現在､市内で3店舗を経営。
、、
●

Q ●
g o ■

実施時期

●

●

ゆ

ゆ

令和7年9月8日～ ○台

(停留場所:民間高齢者施設､しおさい南湖､松林ケアセンター､小出
● ｡ ●

コミュニティセンター）
● ■ ｡ ●

販売体制
車両: 1台． ◆

●

●

● 口

専任スタッフ: l名. : ' .
▲ ｡ ■

■

販売頻度等
● ■

原則として､事前に取り決めた日時･場所に訪問して販売

30分(設営等含む）
｡ *

寺 e ■

販売品目
令

■

おにぎり．パン,乳製品･バナナ･加エ食品･健康食品･調味料･シャン
申

プー.スタイリング剤･食器用洗剤･衣料用洗剤･おむつ･歯ブラシなど
｡

｡

(生鮮食料品医薬品は販売対象外）
● ■ ､○

販売スペース 標準的に必要な販売スペースは駐車場2台分

停留場所選定．

｢茅ヶ崎市と久ギホールディングス株式会社との包括連携に関する協

定｣に基づき､市がしおさい南湖､松林ｹｱセンター､小出コミュニティ

センターを選定し､スギ薬局は民間高鈴福祉施設を中心に順次拡大。

停留要望連絡先 スギ薬局高田店(担当輔山様O80-6571-021･1)

実施会社
■
。 株式会社マルエツ P

現狙市内で2店舗を経営､令和7年1 1月に新店舗オープン予定

実施時期 令和7年i1月以降(新店舗ｵｰズﾝ後）
● b e

。 ：

販売体制
車両:2台
｡

、 ●

B ◆ ●
申 ｡

専任スタッフ:3名
● P

販売頻度等
原則として､週に1回､決められた場所に訪問して販売

〃 O ．

60分(設営15分｡販売30分'撤収15分）
伊

販売品目． 野菜･果物･肉･魚･牛乳･パン･加エ食品･お米･調味料･日用品など

販売スペース 標準的に必要な販売スペースは琿×l0m(駐車場5台分）

停留場所選定
●

・0

自治会等の地域団体からの連絡を受け､第2層地域支え合い推進員

の地区担当者を中心に各地区のニーズを把握し､販売スペースの候

補地となる場所を選定(候補地は(株)ﾏﾙｴﾂの販売状況調査のう
え決定）

●

●

■ P

白 白

停留要望連絡先 第2層地域支え合い推進員の地区担当者(市社会福祉協議会)






























